
Ｓ２３年 １月 司法保護団体「少女の家」発足

Ｓ２４年 １月 少年法等の施行に伴い，国に移管

され「丸亀少女の家」の名称で

四国少年院の分院となる。

Ｓ２６年 １月 本院に昇格

Ｓ２７年 ５月 現在地に移転

Ｓ５２年 ５月 少年院の運営改善施策により，

一般短期処遇が併設される。

Ｓ６０年 ７月 施設全面改築計画工事着工

Ｈ ６年 ３月 施設全面改築工事完了

Ｈ１１年 ６月 創立５０周年記念式典挙行

Ｈ２７年 ６月 少年院法施行により第１種・

第２種少年院に指定される。

〒763-0054

香川県丸亀市中津町２８ TEL087７-22-9226

施設の沿革



（　）は6月以内・４月以内のコース

【参考】 全国の少年院：４９庁（うち女子：９庁）

家庭裁判所から保護処分として送致されたおおむね１４歳から

２０歳までの女子少年を収容し，その改善更生と円滑な社会復帰

を図る法務省所管の施設

丸亀少女の家は

矯正教育課程等
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教育の流れ

中核的教育 社会復帰に向けた教育

種類 矯正教育課程 符号 矯正教育の重点的な内容 期間

短期義務教育課程 SE 中学校の学習指導要領に準拠した教科

短期社会適応課程 SA 生活設計の明確化

義務教育課程Ⅰ E1 小学校の学習指導要領に準拠した教科

義務教育課程Ⅱ E2 中学校の学習指導要領に準拠した教科

社会適応課程Ⅰ A1 社会適応を円滑に進めるための指導

社会適応課程Ⅱ A2 健全な価値観・堅実に生活する習慣

社会適応課程Ⅲ A3 日本文化，社会人としての意識・態度（外国人等）

支援教育課程Ⅰ N1 生活習慣・生活技術（知的障害等）

支援教育課程Ⅱ N2 生活態度・対人関係（発達障害等）

支援教育課程Ⅲ N3 対人関係技能・適応的な生活習慣

社会適応課程Ⅳ A4 健全な価値観・堅実に生活する習慣

社会適応課程Ⅴ A5 日本文化，社会人としての意識・態度（外国人等）

支援教育課程Ⅳ N4 生活習慣・生活技術（知的障害等）

支援教育課程Ⅴ N5 生活態度・対人関係（発達障害等）

第３種 医療措置課程 D 心身の疾患，障害の状況等に応じた指導

第４種 受刑在院者課程 J 個別的事情を特に考慮した指導 -

第１種

６月・
４月以内

２年
以内

第２種

は当院が指定されている矯正教育課程



9:00 21:007:00 17:00

一日の生活

矯正教育

◆ 社会で必要となる生活態度

や，健全な考え方，行動の仕

方を身に付けさせる指導

◆ 働く意欲を高め，職業生活

に必要な知識・技能を習得さ

せる指導

◆ 義務教育未終了者に対する

学校教育の内容に準ずる指導，

補習教育等

◆ 体力の向上を図り，健全な

心身を培わせる指導

◆ 情操を豊かにし，自主・自

律及び協同の精神を養わせる

指導

生活指導

職業指導

教科指導

体育指導

特別活動指導

起床 朝礼 矯正教育・運動・入浴 学習・日記・余暇時間 就寝



保護者に対する協力の求め
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支援内容

適切な住居その他の宿泊場所

を得ること等を助けること

医療及び療養を受けること

を助けること

修学又は就業を助けること その他健全な社会生活に必

要な援助

在院者の意向を尊重しつつ，

関係機関と連携しながら実施

出院者やその保護者等から，交友関係，進路選択その他健全な社

会生活を営む上での諸問題について相談があれば，電話等で対応

社会復帰支援

保護者に対し，処遇についての理解と協力を得るとともに，保護

者の監護に関する責任を自覚させ，矯正教育の実効を上げるため，

指導，助言等を行うもの

◆ 保護者会，保護者参加型プログラム，

保護者講習会（薬物，就労等），職員面接等

退院者等からの相談


